
 

 

 

 

 

自損事故（交通事故等）に起因する医療費は、事故状況によって国民健康保険の給付は

できない場合があります。国民健康保険証を使用して受診する場合は、下記の書類の提出

してください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェック欄  

□ 自損事故傷病届 

□ 事故発生状況報告書 

□ 保険給付承認申請書 

 

 狛江市保険年金課に上記届出書類をご提出ください。 
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